
場所場所場所場所：：：：豊中市役所豊中市役所豊中市役所豊中市役所        第第第第二二二二庁舎庁舎庁舎庁舎    第第第第 3333 会議室会議室会議室会議室    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～午後午後午後午後８８８８時時時時３０３０３０３０分分分分    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災から半年以上が経過したものの、いまだ復興の道筋が見えず、大阪府下に避難している方々の不安はいっ

そう深まるばかりかと存じます。 

また、福島県からの避難者におかれましては、東電の本請求の手続が開始されましたが、東電の用意した請求書類は１

００頁にも及ぶ大部なものであり、一般の方が作成するには相当困難と思われます。さらには、東電側が用意した書類で

あり、加害者加害者加害者加害者がががが被害者被害者被害者被害者にににに支払支払支払支払うべきうべきうべきうべき賠償基準賠償基準賠償基準賠償基準をををを決決決決めてめてめてめて支払支払支払支払うというおかしなうというおかしなうというおかしなうというおかしな現象現象現象現象となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。安易に請求書類を送

付し、合意書に署名すれば、法的法的法的法的にそれにそれにそれにそれ以上以上以上以上のののの請求請求請求請求がががが認認認認められるめられるめられるめられる可能性可能性可能性可能性をををを自自自自らららら摘摘摘摘みみみみ取取取取ってしまうってしまうってしまうってしまう危険性危険性危険性危険性もあります。 

また、現在東電が賠償請求を受付けしているのは、避難指定区域内の方のみでありますが、指定区域外からも放射線を

恐れて避難している方はたくさんおられます。それらの方への賠償には応じておりません。 

そこで、原発被害にあわれた方々への今後の損害賠償請求手続の説明と、福島県以外の岩手県、宮城県、茨城県等から

の避難者におかれましても、個別の相談会を実施して、弁護士による相談により解決の糸口を見つけていただくことは有

益かと存じます。 

今般、豊中市のご配慮により、下記日時、場所において、弁護士がお伺いして、原発被害の損害賠償請求の説明会およ

び無料相談会を実施させていただくことになりました。福島県から放射線を恐れて避難されている皆様、岩手県、宮城県、

茨城県等から震災により避難されている皆様、ご遠慮なくご利用ください。 

【【【【場場場場 所所所所】】】】豊中市役所豊中市役所豊中市役所豊中市役所    第第第第二二二二庁舎庁舎庁舎庁舎    第第第第 3333 会議室会議室会議室会議室    

【【【【所 在所 在所 在所 在 地地地地】】】】〒〒〒〒561561561561----0881088108810881    大阪府豊中市中桜塚大阪府豊中市中桜塚大阪府豊中市中桜塚大阪府豊中市中桜塚３３３３丁目丁目丁目丁目１１１１−−−−１１１１    

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】阪急電鉄阪急電鉄阪急電鉄阪急電鉄    宝塚線宝塚線宝塚線宝塚線「「「「岡町駅岡町駅岡町駅岡町駅」」」」下車下車下車下車    徒歩約徒歩約徒歩約徒歩約５５５５分分分分    

※※※※夜間夜間夜間夜間のためのためのためのため、、、、市役所第一庁舎市役所第一庁舎市役所第一庁舎市役所第一庁舎（（（（北側北側北側北側のののの建物建物建物建物））））北側北側北側北側のののの通用口通用口通用口通用口（（（（スロープスロープスロープスロープをををを地下地下地下地下にににに下下下下ったったったったところところところところ））））からおからおからおからお入入入入りいただきりいただきりいただきりいただき、、、、２２２２

階渡階渡階渡階渡りりりり廊下廊下廊下廊下でででで第二第二第二第二庁舎庁舎庁舎庁舎へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

【【【【日日日日                時時時時】】】】平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～午後午後午後午後８８８８時時時時３０３０３０３０分分分分    

【【【【おおおお 申申申申 込込込込】】】】可能可能可能可能なななな限限限限りりりり前日前日前日前日までにまでにまでにまでに０６０６０６０６－－－－６３６４６３６４６３６４６３６４－－－－１２４８１２４８１２４８１２４８（（（（大阪弁護士会大阪弁護士会大阪弁護士会大阪弁護士会））））へおへおへおへお電話電話電話電話くださいくださいくださいください。。。。    

【この説明会に関するお問い合わせは、こちらへお願いいたします】 

大阪弁護士会 法律相談部 （災害復興支援委員会担当事務局 大森・鬼塚） 

Tel.０６－６３６４－１２４８（受付時間：平日月曜日～金曜日、午前９時１５分～午後５時） 


